
封印取付け受託者準則 
 

                             帯 運 登 第 １ ２ ５ 号 
                             平成 ２９年４月３日 
                             平成２９年９月２８日 
                                                     平成３１年３月１２日 
                             令和 ３年１月２５日 
                                                     令 和 ４ 年 ２ 月 ８ 日 
                        一部改正 令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 

 
 
（適用） 
第１条 受託者は、道路運送車両法及び同法施行規則の規定によるほか、この準則の定めに従っ 
て封印の取付けに関する業務を行わなければならない。 

 
（定義） 
第２条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ 
による。 

（１）封印の前渡し 予め一定数量の封印を受託者に交付すること。 
（２）有償受託者 第１５条の規定により手数料請求権を放棄した受託者以外の受託者 
 
（封印受払い簿） 
第３条 封印の前渡しを受けた受託者は、封印受払い簿を備え、封印の出納状況を明らかにしな

ければならない。 
２ 封印受払い簿への記録は、受入れ、取付け、打損、紛失等受払い事由を明らかにして行わな

ければならない。 
３ 封印受払い簿は、記録した日から２年間保存しなければならない。 
 
（封印の保管） 
第４条 受託者は、紛失、盗難等がないよう封印を厳重に保管しなければならない。 
 
（打損した封印等） 
第５条 受託者は、打損又はき損した封印及び不良の封印を運輸支局長に返納しなければなら 
ない。 

 
（封印の紛失） 
第６条 受託者は、封印の紛失を発見したときは、すみやかにその数量及び事情を運輸支局長に 
報告しなければならない。 

 
（封印取付け届出書） 
第７条 有償受託者たる乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、封印の取付けを行おうとす 
るときは、当該自動車の新規登録、変更登録及び移転登録の際、運輸支局長に封印取付け届出 
書（第１号様式）２通を提出しなければならない。 

 
（営業所等一覧及び封印取付け担当者名簿の備え付け） 
第８条 甲種及び乙種受託者は、封印の取付けを行う分室又は営業所を設けた場合、封印取付け 
担当者及び営業所等一覧（第３号様式）を備え、これに記録しなければならない。また、記録 
した事項に変更が生じた場合は、その変更内容を記録しなければならない。 

 
（出張封印確認書） 
第９条 出張封印により、返納する自動車登録番号標を封印取付け後に返納とする受託者は、登 



録申請又は交換申請時等に封印受託者名、出張封印を行おうとする自動車の車台番号を記載し 
た書面又は当該書面と同等と認める書面を運輸支局長に原則２通提出しなければならない。 

 
（封印取付け報告書） 
第１０条 封印の前渡しを受けた受託者は毎月１０日までに、前月の封印取付け状況に関し、運 
輸支局長に封印取付け報告書（第２号様式）を提出しなければならない。 

２ 封印の前渡しを受けた乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、前項の封印取付け報告書

を提出するときは、封印の取付をした自動車の登録年月日及び自動車登録番号を記載した書面

を添付しなければならない。 
 
（変更届） 
第１１条 受託者は、道路運送車両法施行規則第１２条第１項の申請書に記載した事項に変更 
があったとき（事業場の位置に変更があったときを除く。）は、すみやかにその旨を運輸支局 
長に届け出なければならない。 

 
（手数料額） 
第１２条 手数料の額は、毎年度ごとに定めるものとする。 
第１３条 手数料は、甲種受託者の場合には運輸支局等の業務件数により、乙種受託者、丙種受 
託者及び丁種受託者の場合には請求書に添付された封印取付け届出書により確認できる封印 
取付け件数について支払う。 

 
（手数料の請求） 
第１４条 受託者は、毎年４月１日から翌年３月３１日までに行った封印の取付けについて運 
輸支局長に手数料を請求することができる。 

２ 前項の手数料の請求は、次年度４月末までに封印の取付け件数及び請求金額を記載した請

求書を提出することにより行わなければならない。 
３ 乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、前項の請求書を提出するときは、運輸支局長が

確認済印を押捺して返付した封印取付け届出書を添付しなければならない。 
 
（無償受託） 
第１５条 受託者は、手数料の請求を行わない旨をあらかじめ文書をもって通知することによ 
り、手数料請求権を放棄することができる。 

 
附則〕 

１ 本準則は平成２９年４月３日から適用する。 

２ 平成２９年９月２８日 一部改正 

３ 平成３１年３月１２日 一部改正 

４ 令和 ３年１月２５日 一部改正 

    ５ 令和 ４年２月 ８日  一部改正 

    ６ 令和 ６年９月 ５日 一部改正 

  



第１号様式 

 

封印取付け届出書 

運輸支局長 殿                         年  月  日 

 

受託者 

下記の自動車について封印を取り付けます。     事業場              

 
 

 
車台番号 自動車登録番号 

 
車台番号 自動車登録番号 

１ 
     

２ 
     

３ 
     

４ 
     

５ 
     

      

備考 余白は、斜線で消すこと。                 （日本産業規格Ａ列４判） 

 

 

 

第２号様式 

 

封印取付け報告書 

 

 

運輸支局長 殿                       年  月  日 

 

年  月分               受託者 

                   事業場 

封印取付け件数     件 

 

  

受入れ 払出し 

前月繰越 個 取付け 個 

受入れ 個 不良品 個 
  

打損 個 
  

紛失 個 
    

  
残り 個 

計 個 計 個 

(日本産業規格Ａ列４判) 

 



 

 

第３号様式 
 

令和  年  月  日 時点 

 

封印取付け担当者及び営業所等一覧 

 

 (受託者名) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(日本産業規格Ａ列４判) 

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   


